
Ｎｏ 事業の名称 事業の目的
事業費
（円）

交付金
充当額
（円）

実施状況 効果検証

1
低所得者支援及び定額減税補足給
付臨時特別給付金

低所得世帯の生活支援及び定
額減税補足給付

R6.7.24 ～ R6.11.29

 36,529,509

（＋R5計画
3,673,511)

 36,295,000

（＋R5交付
3,673,511)

①令和６年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対する給付金
　・1世帯当たり10万円×95世帯＝9,500,000円
　・18歳以下の子どもがいる場合は子1人につき5万円加算×10人＝500,000円
　【内訳】
　・R6非課税化世帯　66世帯（うちこども加算4世帯6人分）
　・R6均等割のみ課税化世帯　29世帯（うちこども加算4世帯4人分）

②定額減税補足給付（所得税及び住民税の定額減税しきれない方へ調整給付）
　・給付額　27,250,000円（扶養親族含む支援実績1,180人　うち納税義務者675人）
■給付費計　9,500千円＋500千円＋27,250千円－R5充当分3,650千円＝33,600千円

■事務費　2,953,020円－R5充当分23,511円＝2,929,509円（うち充当2,695,000円）

※R5計画記載事業からの一体事業のため、事業の一部はR5交付金を充当。

物価高が続く中で、低所得世帯の生活を支援する
ことができた。

2
低所得世帯支援及び不足額臨時給
付事業

低所得世帯の生活支援及び定
額減税補足給付

R7.2.19 ～ R7.12.15

 19,315,000

（R6計画
16,446,794）

（R6未記載
2,868,206）

 19,315,000

①令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する給付金
　・1世帯当たり3万円×476世帯＝14,280,000円
　・18歳以下の子どもがいる場合は1人につき2万円加算×20世帯32人＝640,000円

②定額減税補足給付（不足額給付。R6年に行った調整給付の額に不足が生じた方への補足給付）
　・給付額　2,580,000円
■給付費計　14,280千円＋640千円＋2,580千円＝17,500千円

■事務費　1,815,000円

※R7計画記載事業との一体事業のため、R6計画未記載の「不足額給付」にも充当している。

物価高が続く中で、低所得世帯の生活を支援する
ことができた。

3
中札内村商工共通商品券臨時支給
事業

消費下支え等を通じた生活者支
援

R7.2.19 ～ R8.2.18 17,740,040 17,087,440 

■No.2の給付対象となっていない課税世帯に対し商品券を送付
・1世帯あたり村商工共通商品券10,000円分（500枚×20枚）
・18歳以下の子どもがいる世帯には、子どもの人数にかかわらず10,000円分を追加
【事業費】商品券配布総額17,090,000円
　　　　　（うち充当額　使用枚数32,876枚×500円＝16,438,000円）　使用率　96.1849％
　　　　　　郵送料等事務費　650,040円（うち充当額649,440円）

96％を超える使用率となり、物価高騰の影響を受
ける生活者支援になったとともに村内での消費喚
起につながった。

4
堆肥化処理施設製造堆肥臨時助成
金

資材高騰等の影響を受ける農
業者支援

R7.2.19 ～ R7.12.24 4,609,305 4,116,560 

■村内で堆肥等の製造・販売を行っている事業所への助成金　4,609,305円
■販売価格を下げて堆肥等を販売してもらうことで、物価高の影響を受けている畑作農家等への支援を行う。
減収分を村から事業所へ助成する。（各助成単価×販売数量＝助成額）

資材価格高騰等の影響を受ける農業者の経営を
支援することができた。

5 運送事業者臨時支援事業
エネルギー価格高騰に直面する
事業者に対する支援

R7.2.19 ～ R7.6.26 2,544,000 2,544,000 
■運送事業者に対する支援金　2,544,000円
■・8事業者 （事業用自動車1台あたり28,000円×78台、被牽引車1台あたり12,000円×30台）

燃料価格高騰の影響を受ける運送事業者の経営
を支援することができた。

80,737,854 79,358,000 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

令和6年度　実施状況・効果検証

事業期間

合計


